
一般社団法人日本免震構造協会「免震普及会」に関する規約 

平成１１年 ２月２３日 

 

規約第１号 

 

第１（目的） 

 一般社団法人日本免震構造協会免震普及会（以下「本会」という。）は、一般社団法人日

本免震構造協会（以下「本協会」という。）の事業目的とする免震構造の調査研究、技術開

発等について本協会の会報及び活動状況の情報提供・交流を図る機関誌としての会誌

「MENSHIN」及び関連事業によって、免震構造に関する業務の伸展に寄与し、本協会とと

もに免震建築の普及推進に資することを目的とする。 

 

第２（名称） 

 本会を「（社）日本免震構造協会免震普及会」といい、本会員を「（社）日本免震構造協会

免震普及会会員」という。 

 

第３（入会手続き） 

 本会員になろうとする者（個人又は法人）は、所定の入会申込書により申込手続きをする

ものとする。 

 

第４（会費） 

 会費は、年額１万円とする。会費は、毎年度前に全額前納するものとする。 

 

第５（入会金） 

 会員となる者は、予め、入会金として１万円納付するものとする。 

 

第６（納入金不返還） 

 納入した会費及び入会金は、返却しないものとする。 

 

第７（登録） 

 入会手続きの完了した者は、本会員として名簿に登載し、本会員資格を取得する。 

 

第８（資格喪失）     

 本会の目的違背行為、詐称等及び納入金不履行の場合は、本会会員の資格喪失するものと

する。  

 



第９（会誌配付） 

 会誌は、１部発行毎に配付する。 

 

第１０（会員の特典） 

 本会員は、本協会の会員に準じて、次のような特典等を享受すことができる。 

 ① 刊行物の特典頒付 

 ② 講習会等の特典参加 

 ③ 見学会等の特典参加 

 ④ その他 

 

第１１（企画実施） 

 本会の目的達成のため及び本会員の向上の措置として、セミナー等の企画実施を図るも

のとする。                       

 

附  則 

 日本免震構造協会会誌会員は、設立許可日より、この規約に依る「一般社団法人日本免震

構造協会免震普及会」の会員となる。 


